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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年３月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 令和２年８月３０日 １４時００分ごろ 

発生場所 広島県江田島市入
いる

鹿
か

海岸西方沖 

畑
はた

港是
これ

長
なが

西防波堤灯台から真方位３２５°１,５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１３.６′ 東経１３２°２３.１′） 

事故の概要 水上オートバイ F X
エフエックス

-
－

S V H O
エスブイエッチオー

は、遊走中、同乗者が落水し、負

傷した。 

事故調査の経過  令和２年９月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ FX-SVHO、０.２トン 

２７０－４９１７４広島、コンセルデベロップメント株式会社 

３.０８ｍ（Lr）×１.１７ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１８３.９０kＷ、令和元年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 ３９歳 

特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２３年８月２３日 

免許証交付日 平成２８年９月１日 

        （令和３年８月３１日まで有効） 

同乗者Ａ ３５歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約３.５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａほか１人（以下「同乗者

Ｂ」という。）を乗せ、遊走の目的で、令和２年８月３０日１３時３

０分ごろ入鹿海岸の砂浜を出発した。 

船長は、本船の操縦席に腰を掛けて両手でハンドルバーを握り、同

乗者Ｂがミドルシートに腰を掛けて船長が着用しているライフジャケ

ットの腰ベルトを掴
つか

み、同乗者Ａがリアシートに腰を掛けて後部にあ

るグリップに掴まり、入鹿海岸西方沖を約３０km/h の対地速力で遊走

していた。 



- 2 - 

船長は、本船が右旋回して船首を北西方に向けた頃、左舷前方に南

東進する小型船（以下「本件小型船」という。）を認め、左舷方を約

５０ｍ隔てて通過していく状況だったので、そのままの状態で航行を

続けた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 船長が左舷前方に本件小型船を認めた後、そのままの状態で 

航行を続ける本船（イメージ） 

 

船長は、本件小型船が通過した後、本件小型船の航走波が横波とし

て接近してくるのを認めて右転したところ、本船の左舷後方から航走

波を受ける状態となり、本船が上下に揺れた。 

同乗者Ａは、１４時００分ごろ後方に倒れるように落水し、背中を

海面で打った。 

船長は、同乗者Ｂから同乗者Ａが落水した旨を伝えられ、後方を見

て、同乗者Ａが落水したことを知った。 

船長は、本船を同乗者Ａの近くに寄せ、同乗者Ｂと共に同乗者Ａを

本船に引き揚げて砂浜に運んだ。 

同乗者Ｂは、同乗者Ａの顔が青ざめて苦しがっているのを認め、携

帯電話で１１９番通報を行った。 

同乗者Ａは、救急車で病院に搬送され、左第８－１１肋骨骨折、背

部打撲、左外傷性血気胸及び左肺挫傷と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長、同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、友人とその家族１１人と共に定員

３人の本船による遊走の目的で、０９時００分ごろ入鹿海岸に到着

し、海水浴などを楽しみながら、お昼頃、バーベキューを行った。 

船長は、水上オートバイの乗船経歴が約８～９年で、同乗者を乗せ

て遊走した経験が幾度もあった。 

同乗者Ａは、本事故時、水上オートバイに同乗するのが初めてであ

った。 

船長は、遊走を開始する前に、同乗者Ｂに対し、船長の腰ベルトを

しっかり掴むこと、また、同乗者Ａに対し、同乗者Ｂの腰ベルトか後

入 鹿 海 岸 

本船 
本件小型船 

航走波 

同
乗
者
Ａ 
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部にあるグリップをしっかり掴むことなどの注意事項を説明してい

た。 

同乗者Ａは、片手にスマートフォンを持った同乗者Ｂの腰ベルトを

持つと、同乗者Ｂの体勢が不安定になると思い、遊走開始時から後部

にあるグリップを掴んでいた。 

同乗者Ａは、本件小型船が本船の横を通過していく前まで、本船の

揺れをほとんど感じず、速力がゆったりとしていたので、落水しても

構わないと思い、片手でグリップを軽く握った状態であった。 

同乗者Ａは、本船が上下に揺れた際、落水を防止する姿勢をとらず

に、後方に倒れ込み、自分が思っていた以上に勢いよく海面で背中を

打ったのではないかと本事故後に思った。 

船長は、本件小型船の航走波を認めた際、これまでの経験から本船

の動揺は小さいと思い、そのままの状態で航行を続けたが、乗船経験

が初めて又は少ない同乗者に対して船体が上下に揺れる旨を伝えてお

けば良かったと本事故後に思った。 

船長及び同乗者２人は、水着とラッシュガードの上にベスト型のラ

イフジャケットを着用していた。 

本船の取扱説明書には、次の記載がある。 

操船者は、必ず両手でハンドルバーをしっかりと握り、同乗者は、

必ず前の人またはグリップにしっかりと掴まってください。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、入鹿海岸西方沖を遊走中、船長が、本件小型船が通過した

後、航走波を認めて右転したところ、左舷後方から航走波を受けて本

船が上下に揺れ、また、同乗者Ａが片手でグリップを軽く握っていた

ことから、同乗者Ａが落水し、海面で背中を強く打って負傷したもの

と考えられる。 

同乗者Ａは、本件小型船が通過していく前まで、本船の揺れをほと

んど感じず、速力がゆったりとしており、落水しても構わないと思っ

ていたことから、片手でグリップを軽く握っていたものと考えられ

る。 

船長は、本件小型船の航走波を認めた際、これまでの約８～９年間

に水上オートバイによる遊走経験が幾度もあったことから、航走波に

よる本船の動揺は小さいと思い、同乗者に対して船体が上下に揺れる

旨を伝えていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が入鹿海岸西方沖を遊走中、船長が、本件小型船が

通過した後、航走波を認めて右転したところ、左舷後方から航走波を

受けて本船が上下に揺れ、また、同乗者Ａが片手でグリップを軽く握



- 4 - 

っていたため、同乗者Ａが落水し、海面で背中を強く打ったことによ

り発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、小型船舶であっても航走波が生ずるので、同乗者の乗船

経験が初めて又は少ない場合、航走波の接近を認めた際、同乗者

に対して船体が上下に揺れる旨を伝えるなど、注意喚起を行うこ

と。 

 ・同乗者は、落水しないように、必ず前の人にしっかり掴まるかグ

リップをしっかり握ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こう 

事故発生場所 

（令和２年８月３０日 

１４時００分ごろ発生） 

本船 

入鹿海岸 

江田島市 

広島県 広島市 

 

畑港是長西防波堤灯台 

本件小型船 

航走波 


